
No. 概要 質問内容 回答

1 ①提案条件

「原則器具交換を行うこと。ただし、デザイン性の高
い器具(シャンデリア・和室照明等)は球交換とす
る。」

これは器具本体更新を基本前提条件とし、意匠等の問
題でどうしても器具本体交換が困難である場合以外は
不可であるとの認識でよろしいでしょうか。
万が一直管型ＬＥＤ照明器具で更新する場合は既設電
源バイパス方式とし、既設安定器は撤去、また落下防
止の観点から、既設ソケットは流用せず新品ソケット
とし、落下防止等の措置が必要であるとの認識でよろ
しいでしょうか。

ご認識のとおりです。原則器具ごと交換としますが、
意匠上・施工上等の問題で器具本体の交換が困難な場
合は本市と協議の上直管型LED等に交換することとし
ます。その際の安定器等の取扱いについてはご認識の
とおりご対応いただく予定です。

2 ①提案条件

「本市においてLED 化実施済みの箇所については、
本事業対象外とする。ただし、教室等において一部の
みLED 化されている箇所については、既存器具の取
扱いについて、基本協定締結後、調査・設計時に協議
の上決定するものとする。」

基本協定締結後にLED化されている箇所の利活用を考
えた場合に発生する費用については、事業者選定後の
協議にて決定し、現段階では提案にそれらの費用は含
まなくてもよいということでよろしかったでしょう
か。

提案時にLED化済み照明器具の利活用等についての費
用を計上する必要はありません。利活用を行う場合
は、基本協定締結締結後、現地調査を行った上で方針
及び費用について本市と協議するものとします。

3 ①提案条件

「その他提案は自由とする。」

提案については適債性を考慮した提案となっていれば
問題ないという認識でよろしかったでしょうか。

ご認識のとおりです。ただし、本市の事業方針にそぐ
わない内容については、評価対象としません。

4 ①提案条件

「※空調更新及び空調新設を行う際の留意事項
・数量については「１１．配付資料」の図面より応募
者側で積算すること。」

現地調査から得た情報については考慮しないもととし
て提案内容と事業費を積算するということでしょう
か。

現場ウォークスルー調査から得た情報と配付資料の図
面では仕様や数量が異なっている可能性があります
が、提案時は配付資料の図面の内容を優先してくださ
い。

5 ①提案条件

「※ただし、現地調査後工程を検討した上で施工期間
が不足すると予想される場合は、事務局と事前協議を
行い、議会承認を得たのち、工事・施工期間を延伸で
きることとする。その際はESCOサービスの開始日を
改修工事完了後とする。」

原則として令和9年3月末までに改修工事が完了する工
程を前提とした提案を行う必要があるという認識でよ
ろしかったでしょうか。施工条件や現地調査により工
期が延伸する可能性があることを前提条件または留意
事項として提案書に明記することは可能なのでしょう
か。
また、工期延伸によりESCOサービス開始日が後ろ倒
しとなった場合、ESCOサービス期間の終期も同様に
後ろ倒しとなるのか、それとも契約上のサービス期間
は固定されるのか、あわせてご教示願います。

工事工程は評価対象となりますので、議会承認を得た
のち、工事・施工期間を延伸（令和９年度中）するこ
とを前提に、実現性のある工程を提案をしてくださ
い。  
施工条件や現地調査により工期が延伸する可能性があ
ることを前提条件または留意事項として提案書に明記
していただいてもかまいません。         
工期延伸により、ESCOサービス開始が令和９年度途
中からとなった場合でも、ESCOサービス期間の終期
は令和１１年度までとします。

平島こどもセンターほか１１施設ESCO事業（質問回答）



6 ①提案条件

配布資料の照明器具概要と現地の台数が異なっていた
場合、照明器具概要を正として、提案書を作成すると
の認識でよろしかったでしょうか。
また、工事費の積算についても全ての施設を調査に行
くことができないことから全施設図面を基に工事費、
高所作業費を積算するとの認識でよろしかったでしょ
うか。

事業者選定後に図面や配布資料では判断できなかった
高所作業箇所を発見した場合には別途費用を協議させ
ていただくことは可能でしょうか。

ご認識のとおりです。配布資料の照明器具概要と現地
の台数が異なっていた場合、照明器具概要を正として
提案書を作成してください。工事費につきましても配
布資料を参考に積算してください。高所作業のための
足場の要否については、配布資料の図面にて検討して
ください。
優先交渉権者決定後、詳細調査を行った際に新たに高
所作業箇所があった場合には、費用について本市と協
議するものとします。                      

7 ①提案条件

「省エネルギー率は、15％以上とする。」

これはグループごとに15％以上を満たす必要があるの
か、それとも12施設全体を合算したエネルギー使用量
に対して15％以上を満たせばよいのか、どちらでしょ
うか。
また、空調新設により増加するエネルギー使用量は増
エネとして扱うのか、ご教示ください。

省エネルギー率は、各施設ごとに１５％以上としてく
ださい。                    
空調新設により増加するエネルギー使用量は増エネと
して扱ってください。

8 ①提案条件

提案書に社名や過去の実績を記載してもよろしいで
しょうか。
また、発注予定の市内業者に許可が下りれば、業者名
も記載してよろしいでしょうか。

提案書に社名等を記載していただいて差し支えござい
ません。

9 ①提案条件

補助金の申請について、予定されている補助事業があ
ればご教授お願いします。
補助金の申請を実施する場合にＥＳＣＯ事業者の役割
は申請支援と考えてよいのでしょうか。その場合、申
請支援役割として行政書士の参画が必要なのでしょう
か。
施工期間が延伸されサービス開始が遅れた場合、初年
度の検証機関はサービス開始から令和10年3月31日ま
でと理解してよろしいでしょうか

現段階で本市が予定している補助事業はございません
が、本市主体で申請可能な補助事業が発生した場合
は、お考えのとおり申請支援をご協力いただきたいと
考えております。
また、事業者主体で補助事業を活用する場合は、申請
手続きをしていただきます。その場合における行政書
士の参画の必要性につきましては、判断を事業者に委
ねるものとします。
工期延伸により、ESCOサービス開始が令和９年度途
中からとなった場合でも、初年度の検証機関はサービ
ス開始から令和10年3月31日までとします。サービス
期間の増減による費用は協議とします。

10 ①提案条件

省エネルギー率について、空調設備の新設による電力
量の増加を加味した上で１５％以上としなければなら
ないのでしょうか。
空調設備について経年劣化による効率低下を考慮する
必要はありますか。その場合、阿南市より効率低下率
について提示されるのでしょうか。

省エネルギー率について、空調設備の新設による電力
量の増加を除いた上で１５％以上とします。    
空調設備について経年劣化による効率低下を考慮する
必要はありません。

11 ①提案条件

「現地調査後工程を検討した上で施工期間が不足する
と想定される場合は、事務局と事前協議を行い、議会
承認を得たのち、工事・施工期間を延伸出来ることと
する。」と記載がございますが、工期延伸となった場
合にペナルティは無いと解釈してよろしいでしょう
か。

工期延伸によるペナルティはありません。     
延伸期間については協議とします。

12 ①提案条件
「１１．配布資料」の中に間引き照明は含まれている
でしょうか。間引き照明があった場合は更新対象にな
るのかご教示ください。

基本的に間引き照明はありません。配布資料の照明器
具概要をもとに積算を行ってください。現地調査後、
間引き照明があった場合は、取扱いについて本市と協
議のうえ決定することとします。

13 ①提案条件
受注後の現地調査で配布資料の照明資料に記載のない
照明器具があった場合は、対応を協議するとの認識で
よろしいでしょうか。

ご認識のとおりです。配布資料にない照明器具の取扱
いにつきましては、基本協定締結後、現地を調査いた
だき、本市と協議の上決定するものとします。



14 ①提案条件

下面ルーバ付き既設蛍光灯は、パソコンモニターなど
への映り込みも現状考えにくいことから、更新にあ
たって一般型（ライトバータイプ、ルーバ無し）とし
てもよろしいでしょうか。

ご認識のとおり、一般型（ライトバータイプ、ルー
バーなし）での更新で差し支えございません。

15 ②応募者資格

「⑸応募者は、本市との協議・調整に十分な能力を有
し、ESCO 契約及び本事業の実施、諸条件の変更につ
いて柔軟な対応ができる者であること。」

これは本事業と同じく、学校のESCO事業、ギャラン
ティードESCO 事業、同等規模以上ESCO事業の実績
が無ければ、応募者の資格を有しないとの認識でよろ
しいでしょうか。
それとも実績数、規模、事業内容等は評価対象である
との認識でよろしいでしょうか。

応募資格要件として、本事業と同様の施設のESCO事
業、ギャランティードESCO事業、同規模以上の
ESCO事業である必要はありません。実績としては、
建物種別・契約方式・規模に関係なく、事業役割を担
う応募者が、過去に事業役割又は設計役割として省エ
ネルギー保証を伴う省エネルギー改修工事又はESCO
事業実績があることとしています（要項p8「3-3応募
者の資格」参照）。ESCO事業実績が豊富であること
については、評価項目に掲載し評価対象としていま
す。

16 ②応募者資格

ＥＳＣＯ関連事業実績一覧表（様式第５号）に記載す
る実績は、ESP（エネルギーサービスプロバイダ）や
ES（エネルギーサービス）の実績でもよろしいでしょ
うか。

事業役割を担う応募者は、過去に事業役割又は設計役
割として省エネルギー保証を伴う省エネルギー改修工
事又は ESCO 事業の実績があること、としておりま
す（要項p8「3-3応募者の資格」より）。実績として
は、省エネルギー保証を伴う省エネルギー改修工事又
はESCO事業としてください。

17 ③ウォークスルー

「現場ウォークスルー調査 内容：現地視察及び意見
交換等」

意見交換会というのは、現地調査ででた疑問点につい
て質疑させていただくことができる場という認識でよ
ろしかったでしょうか。
参加者ごとで実施された意見交換情報は提案書提出開
始の6/22までに、参加者へ共有していただけるとの認
識でよろしいでしょうか。

ご認識のとおり、意見交換会では現地ウォークスルー
調査で発覚した疑義について質疑を受け付けます。
メール等での質疑受付は行いません。全応募者の共通
認識とする必要がある質疑については、改めて全応募
者に通知を予定しております。
ウォークスルーの実施日により6/22までに回答するこ
とは困難な場合も想定されますが、可能な限り早急に
回答できるようにいたします。

18 ③ウォークスルー
募集要項の4施設のみを予定されているのでしょう
か。また、それ以外の施設での調査を行うことは可能
でしょうか。

ウォークスルーは要項に記載のとおり、平島こどもセ
ンター・今津こどもセンター・消防本部・那賀川ス
ポーツセンターの4施設のみとしており、提案時の見
積もりのためであっても他の施設の調査を行うことは
できません。提案書作成時には配布資料の数量をもと
に積算を行ってください。足場の要否については、配
布資料の図面にて検討してください。基本協定締結
後、調査・設計時には再度現地（事業対象施設すべ
て）を調査いただき、現地の数量をもとに積算してい
ただくことになります。

19 ③ウォークスルー

現地ウォークスルー調査の内容に意見交換等、と記載
がございますが、調査後に質問があった場合は、メー
ル等で再度質問が出来るという認識でよろしいでしょ
うか。

現地ウォークスルー調査時に発覚した疑義について
は、ウォークスルー意見交換時に受け付けるものと
し、メール等での質疑受付は行いません。全応募者に
共通認識とする必要がある質疑については、改めて全
応募者に通知を予定しております。

20 ④配布資料
照明器具概要のExcelをいただくことは可能でしょう
か。

照明器具概要のExcelをメールで配布します。

21 ④配布資料

配布資料の中で年間総電力量が0kWhとなっているも
のが92行あります。LED化している箇所とそうでない
箇所が混在していますが、全てLED化するということ
でよろしいでしょうか。その場合、試算上は増エネと
なるのですが、よろしいでしょうか。

本事業対象と対象外(LED化しない照明)を区分した照
明器具概要を配布いたします。

22 ④配布資料
配布資料における図面データはCADデータでいただく
ことは可能でしょうか。

配布資料についてはPDFデータで配布いたします。優
先交渉権者決定後、優先交渉権者にCADデータ(平島
こどもセンター、今津こどもセンター、橘こどもセン
ター)を配布予定です。



23 ⑤工事仕様

「設置前に現場調査、回路調査等を十分に行い、作業
を実施すること。また、調査等において本仕様書との
相違を発見した場合には、速やかに本市に報告し、協
議すること」

配線の不良等による不点灯があった場合は、阿南市様
の負担で対応していただけるとの認識でよろしかった
でしょう

配線の不良等による不点灯があった場合は、本事業に
おいて配線を修繕することとし、費用は本事業費に含
むものとしますが、提案時の工事費には含めないこと
とします。

24 ⑤工事仕様

「平日8時30分～17時（こどもセンターを除く）」

こどもセンターは平日・土日祝日を問わず利用がある
施設との認識でよろしいでしょうか。
また、こどもセンターにおける改修工事について、原
則として昼間時間帯での作業を前提として工事費を算
定して問題ないか、それとも夜間・休日作業を想定す
る必要があるかについてご教示ください。

こどもセンター（４施設）については、平日（月曜～
金曜）８時３０分～１７時までは園児が利用している
ため作業はできません。作業は原則として夜間・休日
作業としてください。

25 ⑤工事仕様

「天井や壁等に穴あけや切削等の加工が必要な場合に
おけるアスベスト調査費、除去費用及び必要な建築工
事に係る費用は本事業に含むが、提案時の工事他投資
額には含めないこと。」

基本的には含有に関する事前調査が不要であるとの認
識でよろしいでしょうか。
既存照明器具と更新器具の形状の違いなどにより、取
り付け部分の(天井ボード等)材料に損傷を及ぼす（開
口を開けるなど）場合は、該当箇所のみ事前調査を行
うとの認識でよろしいでしょうか。

照明器具取外し時に周囲（天井ボード等）材料を損傷
させる恐れが無い作業である場合、アスベスト含有の
事前調査は不要です。既存照明器具と更新器具の形状
の違いなどにより、取り付け部分の（天井ボード等）
材料に損傷を及ぼす（開口を開けるなど）場合は、該
当箇所のみ事前調査を行うか、アスベストが含有され
ているとみなして必要な養生を行ったうえで作業を
行ってください。
アスベスト関連費用については、本事業費に含むもの
としますが、提案時の工事費には含めないこととしま
す。

26 ⑤工事仕様
既存誘導灯が設置されている箇所に既に器具跡残りが
ある場合は省エネ効果を優先しリニューアルプレート
は必要としない考えでもよろしいでしょうか。

天井ボードの照明焼けの場合、リニューアルプレート
は不要です。

27 ⑤工事仕様
誘導灯の消防申請はESCO事業者側で申請でしょう
か。

誘導灯・非常灯の更新に伴う申請はESCO事業者側で
行ってください。

28 ⑤工事仕様

各ＬＥＤ照明器具が正常に設置され、器具の脱落の恐
れがなく、天井材との隙間等がないようにすることと
あります。提案前の現場調査では、詳細な採寸を行う
ことは不可のため、優先交渉決定後に詳細な採寸調査
を行いリニューアルプレートを選定するという理解で
よろしいですか。
その場合、リニューアルプレートに費用は、アスベス
ト対策同様に別途という認識でよろしいでしょうか。

ご認識のとおりです。基本協定締結後、再度現地調査
を行っていただき、リニューアルプレート等の対応に
ついて本市と協議し決定するものとします。リニュー
アルプレート等が必要になった場合、費用を本工事に
含むものとしますが、提案時の工事費には含めないこ
ととします。

29 ⑤工事仕様
平日の９時～１７時を前提に積算しますが、施設側の
要望で夜間、または土日祝日の作業が入った場合の工
賃割増費は協議可能でしょうか。

こどもセンター（４施設）については、平日（月曜～
金曜）８時３０分～１７時までは園児が利用している
ため作業はできません。作業は原則として夜間・休日
作業として積算してください。          
その他の施設の作業時間につきましては、基本的に平
日昼間の作業を想定しておりますので、提案時は平日
昼間に作業を行うものとしてください。実際の作業時
間については、基本協定締結後、事業者と各施設との
協議のうえ決定するものとし、原則契約後の作業時間
変更による費用の追加は認めません。（要項p27【別
紙2】工事仕様 参照）

30 ⑤工事仕様

照度測定には、JIS照度基準、労働安全衛生規則を満
たす照度であるかどうか測定することとありますが、
原則既設照明は全て基準を満たす設計となっていると
いう認識でよろしいでしょうか。

一部基準を満たしていない可能性が想定されます。提
案時は配布資料を参考に積算していただき、基本協定
締結後現地調査を行い、すべての基準を満たすことが
できるよう、必要に応じて照明器具の配置、選定を
行ってください。



31 ⑤工事仕様 子どもセンターの作業可能時間をご教示願います。

こどもセンター（４施設）については、平日（月曜～
金曜）８時３０分～１７時までは園児が利用している
ため作業はできません。作業は原則として夜間・休日
としてください。 

32 ⑤工事仕様

基本作業時間内（平日昼間）での作業となる施設を教
えて下さい。ご教示頂けない場合、提案金額は全て基
本作業時間（平日昼間）での施工で検討しますがよろ
しいでしょうか。（夜間・休日等の基本作業時間以外
の施工となる場合は追加費用が発生するため）

作業時間につきましては、こどもセンター（４施設）
を除き、基本的に平日昼間の作業を想定しております
ので、提案時は平日昼間に作業を行うものとしてくだ
さい。実際の作業時間については、基本協定締結後、
事業者と各施設との協議のうえ決定するものとし、原
則契約後の作業時間変更による費用の追加は認めませ
ん。（要項p27【別紙2】工事仕様 参照）

33 ⑤工事仕様
施工日の施設の開錠・施錠は、貴市または施設管理者
様で対応して頂けるという認識でよろしいでしょう
か。

こどもセンター（４施設）については、夜間・休日作
業を想定しており、施工日の施設の開錠･施錠は原
則、施設管理者において行います。その他の施設は基
本的に平日昼間の作業を想定しております。施設管理
者が在館している時間につきましては、施設管理者が
開錠・施錠することになります。平日昼間以外の時間
や施錠されている室の施工を行う際の開錠等につきま
しては、施設管理者と協議し、開錠・施錠を行ってく
ださい。

34 ⑤工事仕様

土日祝日、夜間での施工にあたり、貴市の指定する警
備員を配置する必要はございますか。また、必要な場
合、その費用は貴市と 事業者のどちらの負担になり
ますでしょうか。

土日祝日、夜間にかかわらず、安全対策が必要と判断
される場合には警備員（交通誘導員）の配置をしてく
ださい。費用については事業者負担となります。

35 ⑤工事仕様

絶縁測定の結果、異常があった場合は事業者と本市に
より協議を行い対処することと記載が御座いますが、
既設の配線劣化と判断された場合、貴市負担にて改修
ということでよろしいでしょうか。

基本協定締結後、調査・設計時に、既存の配線劣化が
判明した場合の対処については、原則、本事業内で修
繕も行うものとします。配線の不良等があった場合
は、事業者にて配線を修繕することとし、費用は本事
業費に含みますが、提案時の工事費には含めないこと
とします。

36 ⑤工事仕様
資材置場が必要な場合は各施設と協議することと記載
がございますが、空き部屋等の場合は無償借用するこ
とは可能でしょうか。

施設敷地内における資材置き場、産廃置き場について
は各施設と協議、調整が必要になります。施設敷地内
を使用する場合は無償にて使用いただく予定です。

37 ⑤工事仕様

対象施設において、アスベスト調査費、除去費用及び
建築工事に係る費用は本事業に含むと記載がございま
すが、石綿含有の調査は行われているでしょうか。公
平性確保のため、調査済であればご教示お願いしま
す。

対象施設すべてにおけるアスベスト含有調査は行って
おりません。取り付け部分の（天井ボード等）材料に
損傷を及ぼす（開口を開けるなど）場合は、該当箇所
のみ事前調査を行うか、アスベストが含有されている
とみなして必要な養生を行ったうえで作業を行ってく
ださい。アスベスト関連費用については、本事業費に
含むものとしますが、提案時の工事費には含めないこ
ととします。

38 ⑤工事仕様
高所作業員に当たっては、作業床を配置すると記載が
ございますが、公平性確保のため、足場・高所作業車
が必要な箇所と高さをご教示願います。

天井高が高く足場が必要と想定される箇所について
は、配布資料の図面にて検討してください。

39 ⑤工事仕様
電動昇降装置があった場合、制御盤・制御線の配管は
残置で良いでしょうか。

制御盤及び制御線の配管については残置とし、既設電
灯盤内の専用ブレーカから離線とします。電動昇降装
置本体は、新設する高天井照明器具を躯体へ取付ける
必要があるため撤去とします

40 ⑤工事仕様
パイプ吊、チェーン吊で設置している照明器具は明る
さなどの機能が同等以上になる場合、天井直付型で更
新してもよろしいでしょうか。

ご認識のとおりです。



41 ⑤工事仕様

避難口誘導灯・通路誘導灯で火災報知器等と連動して
いる設備については、公募資料の照明器具リストから
の判断は困難です。提案時は一般形の非難誘導灯・通
路誘導灯器具で提案を行い、受注後の現地調査で判明
した場合は、別途協議という解釈でよろしいでしょう
か。

提案時は一般形の避難誘導灯・通路誘導灯器具で提案
を行ってください。基本協定締結後、現地調査で火災
報知器等と連動しているものがあった場合、対応につ
いて本市と協議し決定するものとします。

42 ⑥器具仕様

「使用する電線・ケーブル類はJIS(日本産業規格)又は
JCS(日本電線工業会規格)で指定されたエコマテリア
ルとする。」

エコマテリアルケーブル入手が非常に困難な状況が続
いており、工期内に完工しない可能性が考えられま
す。その場合に協議にて、一般ケーブル施工もご検討
して頂ける認識でよろしいでしょうか。

提案時には器具仕様のとおりエコマテリアルとしてく
ださい。優先交渉権者決定後、エコマテリアルの入手
が困難となった場合、仕様について再度本市と協議し
決定するものとします。

43 ⑥器具仕様

「事業完了後のメンテナンスを考慮し、原則として同
一メーカーで同一機種のＬＥＤ照明器具とすること」

これは特殊照明や意匠性の高い照明以外は、誘導灯や
非常用も含めて、「全て同一メーカーでのＬＥＤ照明
器具」とし、照明器具ラインナップが不足するメー
カーの照明器具は原則採用できないとの認識でよろし
いでしょうか。

将来的にライトバー及びバッテリー交換が必要である
ことからある程度のメーカー及び機種統一を考えてい
ます。照明器具ラインナップ不足による複数のメー
カー及び機種採用は原則できないと考えてください。

44 ⑥器具仕様
空調設備の負荷率についての資料は提示されるので
しょうか。

空調設備の負荷率の提示はありません。      
配布資料（図面）及び現場ウォークスルー調査から熱
負荷計算をおこない十分な能力を有する空調機器を選
定してください。

45 ⑥器具仕様

各更新機器の能力については、既設機器の能力と同等
としなければならないのでしょうか。空調設備につい
ては、既設設備と同様に氷蓄熱システムで提案しても
よろしいでしょうか。

各更新機器の能力については、必ずしも既設機器と同
等である必要はありません。照明であれば照度計算、
空調であれば熱負荷計算等をおこない、現在の使用状
況を考慮し最適な更新提案をしてください。         
空調設備については、既設設備と同様に氷蓄熱システ
ムでの提案も可とします。

46 ⑥器具仕様
屋内でも既設が防雨防湿型の場合は、リストにあると
おり同等品を選ぶことという認識でよろしいでしょう
か。

ご認識のとおりです。ただし、屋内の照明について既
設と同様に防湿・防雨型とするかについては、基本協
定締結後、調査・設計時には本市と協議のうえ決定す
るものとします。

47 ⑥器具仕様

事業完了後のメンテナンスを考慮し、原則として同一
メーカーで同一機種のＬＥＤ照明器具とすること、と
あります。メンテナンス性を考慮する場合、ベースラ
イトは、電源内蔵型LEDベースライト（光源部にて交
換可能なもの）とし、電源ユニットは光源部に内蔵し
ている器具へ統一することという理解でよろしいで
しょうか。

「事業完了後のメンテナンスを考慮し、原則として同
一メーカーで同一機種のＬＥＤ照明器具とすること」
としていますが、電源ユニットを光源部に内蔵してい
る器具へ統一すること、というような、器具を指定す
るものではございません。

48 ⑥器具仕様
体育館のガード付き照明はガードの更新も必要でしょ
うか。

体育館の照明器具を交換した場合、既存照明と器具が
異なるためガードの流用は困難と考えます。ガードも
併せて更新してください。

49 ⑥器具仕様

事業後のメンテナンスを考慮し、原則として同一メー
カーで同一機種のLEDに交換すること、と記載がござ
いますが、製品納期が長期になる可能性を考慮し、事
業全体ではなく同一施設ごとに同一機種は同一メー
カーで統一するという解釈でよろしいでしょうか。

将来的にライトバー及びバッテリー交換が必要である
ことからある程度のメーカー及び機種統一を考えてい
ます。照明器具ラインナップ不足による複数のメー
カー及び機種採用は原則できないと考えてください。



50 ⑥器具仕様

既設照明器具に付属機器及び機能がある場合は、交換
するＬＥＤ器具も同様に付属機器及び機能と付けるこ
と、と記載がございますが、配布リストでは判断でき
ない機能が現地に備わっていた場合は、協議という認
識でよろしいでしょうか。

提案時には配布資料を参考に積算を行ってください。
基本協定締結後、調査・設計時には再度現地（事業対
象施設すべて）を調査いただき、付属機器及び機能が
ある場合は、取扱いについて本市と協議のうえ決定す
ることとします。

51 ⑥器具仕様
既存の照明設備の中で、調光機能（有線・無線等）を
有する施設がございましたら、配線図及び運用状況
（連続・段調光等）をご教示願います。

現時点では、調光機能を有しているものはないと考え
ております。基本協定締結後、現地調査の結果、調光
機能を有しているものについては、対応について本市
と協議のうえ決定するものとします。

52 ⑦維持管理

通常誘導灯の点検は、貴市と維持管理業者間にて、消
防設備や火報装置、消防設備の点検契約をされている
ことが多いです。要綱には、ESCO 設備に必要な維持
管理とは、ESCO 設備すべてを対象とした定期点検
(法令上必要なものも含む)、定期保守ならびに消耗品
交換(照明設備ランプの交換等を含む)を指すとありま
すが、ESCO事業者の点検と重複します。ESCO提案
に誘導灯の点検費用は盛り込まないという理解でよろ
しいでしょうか。

誘導灯の法定点検は不要です。
ESCO設備の維持管理については、事業者が定める維
持管理計画に基づき、定期点検を行うこととします。

53 ⑦維持管理

ESCO 契約期間中の毎年要するフルメンテナンスの維
持管理費用(定期点検、定期保守等)を示し、その算定
根拠を示すこと。とあります。これば想定外の故障対
応費（緊急対応費、修繕費、仮設足場費等）は含まな
いという認識でよろしいでしょうか。

ご認識のとおりです。

54 ⑧計測・検証
計測機器設置見積書の項目が消込されていますが、仮
に計測・検証用の測定器を設置する場合に費用の計上
は認められるのでしょうか。

計測・検証手法についてはオプションAによる簡易的
手法を採用するものとしているため（募集要項p18
「6-9計測・検証に関する事項」参照）、計測検証用
の測定器設置は基本的に不要であると考えておりま
す。
より詳細な計測・検証を行うために測定器の設置を行
う場合、阿南市提出書類様式「様式第10号の2 1）
省エネ効果の測定・検証方法／3）計測・検証費見積
書」に手法および費用を計上いただいて構いません
が、維持管理等サービス料の限度額を超えないものと
します。

55 ⑨契約
施設ごとにグループ分けされていますが、本事業はグ
ループごとで契約を分けるのでしょうか？契約は１本
でしょうか？

契約は１本とします。ただし、工事他投資額及び
ESCOサービス料は各グループの事業限度額以内とし
ます。

56 ⑨契約 契約保証金は、免除と考えてよろしいでしょうか。

阿南市契約規則（阿南市規則第７号）第２６条に基づ
き、これまで、同様の実績が他自治体等であり、全て
誠実に履行されており、契約を履行しないおそれがな
い場合等には、契約保証金を免除することが可能で
す。なお、前受金制度を適用する場合は、契約保証金
の納付等をしていただく必要がございます。

57 ⑨契約 前払い金の有無についてご教示ください。

本事業については、前受金制度の適用を希望する場合
は対応することも可能ですが、詳細については、基本
協定締結後、本市と具体的に協議することとなりま
す。

58 ⑩責任分担

予想されるリスクと責任分担のうち、施工段階の第三
者賠償は事業者に責があるとなっています。事業者が
原因となる「責任を負うべき理由」や「過失に基づく
理由」がある場合に限り、第三者賠償を負担するとい
う理解でよろしいでしょうか。また障害賠償の範囲に
二次損害（逸失利益などの間接損害）は含まれないと
いう認識でよろしいでしょうか。

本事業において、調査・建設等により第三者に損害を
生じさせた場合、事業者が原因となる「責任を負うべ
き理由」や「過失に基づく理由」がある場合、第三者
賠償を負担してください。損害賠償の範囲について
は、二次損害についても、因果関係の認められる範囲
において対象に含まれます。



59 ⑩責任分担

予想されるリスクと責任分担のうち、施工段階におけ
る工事遅延・未完工によって生じた損害賠償の範囲
は、二次損害（逸失利益等の間接損害）は含まないと
いう認識でよろしいでしょうか。

損害賠償の範囲については、二次損害についても、因
果関係の認められる範囲において対象に含まれます。

60 ⑩責任分担
本事業の契約によって生じる損害賠償の範囲について
は、二次損害（逸失利益等の間接損害）は含まないと
の理解でよろしいでしょうか。

損害賠償の範囲については、二次損害についても、因
果関係の認められる範囲において対象に含まれます。

61 ⑩責任分担

予想されるリスクと責任分担のうち、保証における
「仕様不適合による施設・設備への損害、本市の施設
運営・業務への障害」は事業者の責となっています。
事業者は、施設運営の障害となった施設設備の補修ま
たは改修費用を負担し、二次損害（逸失利益などの間
接損害）は含まれないという認識でよろしいでしょう
か。

損害賠償の範囲については、施設運営の障害となった
施設設備の補修または改修費用を負担し、二次損害に
ついても、因果関係の認められる範囲において対象に
含まれます。

62 ⑪プレゼンテーション
プレゼンテーション時に、提案内容に基づいたパワー
ポイントを投影してよろしいでしょうか。また、投影
する内容を当日に配布することは可能でしょうか。

プレゼンテーションはパワーポイントを投影いただい
て差し支えございません。プレゼンテーションに係る
資料については、当日印刷したものをご準備くださ
い。詳細につきましては、応募者の方に向けて別途
「プレゼンテーション実施要領」にてお知らせいたし
ます。

63 ⑪プレゼンテーション
提案書・プレゼンテ－ションには事業者の企業名を記
載しても良いでしょうか。

提案書・プレゼンテ－ションに応募者の企業名を記載
していただいて差し支えございません。


